
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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定
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記
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目
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定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
う

き
し
ろ
桜
山

会 

玉
浦 

巖 
広
島
県
三
原

市
港
町
三
丁

目
二
一
番
二

二
号

こ
の
法
人
は
、
市
民

に
対
し
て
桜
山
山
林

整
備
、
登
山
道
整
備

に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
桜
山
頂
上
を
観

光
名
所
、
市
民
憩
い

の
場
と
す
る
。
ま
た
、

桜
山
環
境
の
保
全
を

図
る
活
動
を
目
的
と

す
る
。

役
員
に
関
す
る

事
項
の
変
更 
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成
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月
一
九
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